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催
　
　
し

催
　
　
し

塾
の
コ
ン
ビ
ニ

◎
新
潟
大
学
医
学
部

　
健
康
講
座
塾

　

新
潟
大
学
医
学
部
の
講
師
を

招
き
、
糖
尿
病
を
は
じ
め
と
す

る
生
活
習
慣
病
の
予
防
と
悪
化

防
止
の
た
め
に
開
催
し
ま
す
。

日日
2
月
5
日
（
水
）
午
後
2
時

～
3
時
30
分　

場場
水
原
保
健
セ

ン
タ
ー
２
階「
研
修
室
」　
内内「
運

動
療
法
ミ
ラ
ク
ル
パ
ワ
ー　
～

運
動
に
は
メ
リ
ッ
ト

が
い
っ
ぱ
い
！
～
」

対対
市
内
在
住
・
在

勤
の
人　
定定
１
８
０
人 

先
着　

講講
石
黒
創
氏
（
新
潟
大
学
医
学

部
内
分
泌
代
謝
内
科
学
講
座
、

健
康
寿
命
延
伸
・
生
活
習
慣
病

予
防
治
療
医
学
講
座 

特
任
助
教
）

申申
下
記
二
次
元

コ
ー
ド
ま
た
は
電

話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

問問
健
康
推
進
課 

成
人
係　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
６
３
１
）

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
2
月
3
日
（
月
）　　

IDID
＝＝
１
３
７
９
０

新
春
シ
ネ
マ
ク
ラ
ブ

上
映
会

　

老
い
た
母
と
自
閉
症
の
息
子

が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
交

流
を
通
し
て
自
立
の
道
を
模
索

す
る
姿
を
描
い
た
人
間
ド
ラ
マ

「
梅
切
ら
ぬ
バ
カ
」
を
図
書
館
で

上
映
し
ま
す
。

日日
1
月
19
日
（
日
）
午
後
1
時

30
分
～
（
上
映
時
間=

約
77

分
）　
場場
市
立
図
書
館
「
視
聴
覚

室
」　
問問
市
立
図
書
館　

☎
67
‐

２
５
０
０　
IDID
＝＝
１
２
３
０
５

家
族
体
験
教
室

家
族
体
験
教
室

か
ん
じ
き
ハ
イ
ク

日日
２
月
８
日
（
土
）
午
前
９
時

30
分
～
11
時
30
分　

場場
五
頭
連

峰
少
年
自
然
の
家
周
辺　

内内
か

ん
じ
き
ハ
イ
ク
（
雪
が
な
い
場

合
は
室
内
製
作
）、
ミ
ニ
火
祭
り　

対対
市
内
の
小
学
生
と
そ
の
家
族　

定定
20
家
族 

先
着　
￥￥
５
０
０
円

／
人
（
保
険
料
込
み
）　
※
当
日

徴
収　

持持
ス
キ
ー
ウ
エ
ア
な
ど

の
防
寒
具
、
長
靴
、
手
袋
、
帽

子
、
内
履
き
、
ミ
ニ
火
祭
り
で

焼
い
て
食
べ
た
い
も
の
（
す
る

め
、
も
ち
、
マ
シ
ュ
マ
ロ
な
ど
）　

申申
・
問問
安
田
公
民
館　

☎
68
‐

３
０
０
６　

※
土
・
日
曜
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時　

申
込
申
込

期
限
期
限
＝
１
月
24
日
（
金
）　
IDID
＝＝

８
８
４
３

文
化
財
防
火
デ
ー

文
化
財
防
火
デ
ー

防
災
訓
練
を
実
施

　

昭
和
24
年
１
月
26
日
の
法
隆

寺
の
火
災
を
き
っ
か
け
に
、
文

化
財
や
市
民
の
財
産
を
災
害
か

ら
守
り
、
地
元
消
防
団
と
地
域

住
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
を
図

る
た
め
の
防
災
訓
練
を
実
施
し

ま
す
。

日日
１
月
26
日
（
日
）
午
前
10
時
～

場場
福
隆
寺 

観
音
堂
（
寺
社
甲

１
８
５
３
番
地
）　

問問
か
が
や
き

分
署 

予
防
係　
☎
68
‐
３
０
０
７

め
っ
け

め
っ
け  

こ
ど
も
料
理
教
室

こ
ど
も
料
理
教
室

ご
飯
を
作
ろ
う
会

　

い
ざ
と
い
う
時
に
一
人
で
も

安
心
し
て
簡
単
に
作
れ
る
料
理

を
一
緒
に
作
り
ま
し
ょ
う
。

日日
1
月
26
日
（
日
）
午
前
10
時

～
午
後
2
時
30
分　

場場
京
和

荘
2
階
「
調
理
室
」　

内内
ミ
ニ

ピ
ザ
、
ポ
ト
フ
、
温
野
菜
サ
ラ

ダ
の
調
理　

対対
小
・
中
学
生

定定
20
人 

先
着 　
申申

下
記
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。   

問問
め
っ
け 

松
﨑　
☎

０
９
０
‐
１
３
９
７
‐
０
８
２
８

広報あがの

お知らせ版
2025（令和7年）1.15号広報あがの

お知らせ版
No.

286
主　
要　
連　
絡　
先

安 田 支 所  ☎ 68‐3000
安田公民館・体育館  ☎ 68‐3006

京ヶ瀬支所  ☎ 67‐2111
市立図書館  ☎ 67‐2500

阿賀野市役所  ☎ 62‐2510
水原総合体育館  ☎ 62‐0656
水原公民館  ☎ 62‐2028
あがの市民病院  ☎ 62‐2780
上下水道局  ☎ 62‐2159
消 防 本 部  ☎ 62‐0119

笹 神 支 所  ☎ 62‐4141
学 校 教 育 課  ☎ 62‐2790
生 涯 学 習 課  ☎ 62‐5322
農 業 委 員 会  ☎ 62‐2420
笹 神 体 育 館  ☎ 61‐2111
ふれあい会館  ☎ 63‐8019     

■略字の見方

◀  このマークが付いている記事は、参加すると
あがのポイントが○ポイント付与されます。
参加の際はカードを持参してください。

日日＝日時・期間　場場＝場所・会場　内内＝内容
対対＝対象　　　  定定＝定員　　　    ￥￥＝参加費等
講講＝講師　  　  　持持＝持ち物　　   他他＝その他　
申申＝申し込み  　 問問＝問い合わせ
先着…先着順　  抽選…応募多数の場合抽選
※対対誰でも、定定なし、￥￥無料、申申不要の場合は記載なし

（例）（例）
IDID==1234

◀  記事の最後に記載されているIDを市ホーム
ページのページ ID 検索欄に入力すると、簡
単に該当ページを見つけることができます。

50

あがのポイント
対象事業

石黒 創 氏

かんじきハイクの様子

(C)2021「梅切らぬバカ」
フィルムプロジェクト

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

催
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催
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催
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き
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制
度

手
続
き
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度

子
育
て
・
教
育

子
育
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健
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・
福
祉

健
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ポ
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ツ
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し
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ら
し
・
相
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募
　
　
集

募
　
　
集

感染症の感染拡大防止と会場の混雑緩和のため、全て予約制全て予約制で実施します。
インターネットまたは市役所窓口で予約してください。予約は申告者本人以外の人でも可能予約は申告者本人以外の人でも可能です。

※電話による予約受け付けは行いません。 

問問税務課 市民税係　☎ 62‐2510（内線 2664 ～ 2666）　ID ＝ID ＝ 9213

予約方法 ①①　インターネット予約
　１月28日（火）～３月15日（土）の期間、インターネットで申告相談会の予約を受け付けます。
　予約初日は午前 9 時からで、以降 24 時間受け付けます。希望日の枠が空いていれば、２日前まで予約可能です。

●  入力したメールアドレス宛てに予約完了メール
が届きます。予約完了メールに照会番号とパス
ワードが記載されています。

※ 予約をキャンセルまたは変更する場合は、予約完了
メールに記載されたＵＲＬにアクセスし、キャンセ
ルまたは変更してください。メールが届いていない
場合は、税務課 市民税係に連絡してください。

①  阿賀野市申告相談会サイトにアクセス

▶▶
②  日時を選択し、予約フォームに必要事項

を入力して送信
1. 二次元コードから

　注意事項をよく読み、申告相談会に来
場する人の氏名、電話番号、メールアド
レス ( 来場者本人以外のものでも可 ) を
入力・送信して、予約完了となります。

阿賀野市 申告予約

申告相談会日程
日程 枠数 受付時間 受付場所

①  ２月 17 日（月）～ 19 日（水）の平日 各日
129 枠

午前８時 45 分～ 11 時 40 分
午後１時 10 分～２時 25 分

（予約した時間に来てください）
市役所４階

402・403 会議室② ２月20日（木）～３月17日（月）の平日 各日
138 枠

③ ３月２日（日） ※休日相談会
   （平日に来ることができない人が対象） 162 枠

日程 受付時間 受付場所

１月 30 日（木）、31 日（金） 午前９時～正午 市役所４階　402・403 会議室

２月3日（月）～14日（金）の平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分 市役所別館２階　税務課

２月 17 日（月）～３月 14 日（金）
の平日

午前 8 時 45 分～ 11 時 40 分
午後１時～２時 25 分 市役所４階　402・403 会議室

午前 11 時 40 分～午後１時
午後２時 25 分～５時 15 分 市役所別館２階　税務課

予約方法 ②②　市役所窓口予約
　インターネット予約が利用できない場合は、以下のとおり窓口で申告相談会の予約を受け付けます。

確定申告・住民税申告の

申告相談会の来場には予約が必要です

〔 〔市ホームページ
ID ＝ID ＝ 13788

2. 検索サイトから

申告相談会開催中は、自分でパソコンを使い、申告書を作成できるコーナーを設けます。
※ 申告受付時間外（午前 11 時 40 分～午後１時、午後２時 25 分～５時 15 分）は入場

できませんので注意してください。

申告書作成コーナー（予約不要）
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催
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育
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祉
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し
・
相
談

もう従来の保険証は使えないの？

これからはマイナ保険証・資格確認書で医療受診を！これからはマイナ保険証・資格確認書で医療受診を！
国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者へ国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者へ

国民健康保険

阿賀野市イメージキャラクター
ごずっちょ

マイナ保険証担当
保険  太郎

●マイナ保険証を持っている人マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証に対応していない医療機関※を
受診するときはどうすればいいの？

・ 「資格情報のお知らせ」・ 「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」「マイナ保険証」を医療
機関に提示してください。

・ 「資格情報のお知らせ」・ 「資格情報のお知らせ」は従来の保険証の有効期限有効期限
が切れる前にが切れる前に送付します。

・ ・ 認証機械のトラブルがあった際にも「資格情報のお「資格情報のお
知らせ」知らせ」があると受診できます。

後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険では、マイナ保険証を持っている人にも
持っていない人にも「資格確認書」「資格確認書」が交付されるの？

・ ・ 新たに後期高齢者になる人には誕誕
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

生日の前月に生日の前月に
「資格確認書」「資格確認書」を送付します。

・ ・ 令和７年 8 月 1 日以降は、マイナ保険証を持って
いる人には「資格情報のお知らせ」「資格情報のお知らせ」、持っていない
人には「資格確認書」「資格確認書」が交付されます。

問問 国民健康保険について…………健康推進課 国保年金係　☎ 62-2510（内線 2181）
　 後期高齢者医療保険について…健康推進課 後期高齢係　☎ 62-2510（内線 2180）

マイナ保険証での受診が困難な人へ
　マイナ保険証を持っている人でも、マイナ保険証での受診が困難な人（高齢者や
障がいのある人など）は、申請することで資格確認書を交付します。
　健康推進課 国保年金係、後期高齢係、各支所窓口で申請してください。

「資格確認書」「資格確認書」で今までどおり医療機関を受診できます。
期期

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

限が切れる前に必ず限が切れる前に必ず「資格確認書」「資格確認書」を送付します。

●マイナ保険証（マイナンバーカード）を持っていない人マイナ保険証（マイナンバーカード）を持っていない人

それなら安心！

有効期限後はどうやって医療機関を受診すればいいの？

　令和 6 年 12 月 2 日から、マイナ保険証を基本とす
る仕組みに移行しましたが、従来の保険証は、保保

・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

険証に険証に
記記

・ ・・ ・

載載のの
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

有効期限まで有効期限まで引き続き使用できます。
　ただし、転職や転居で異動になる場合はその時点まで
になりますので注意してください。

ギモン解決！

※ 市内の医療機関は全てマイナ
保険証に対応しています。
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手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
制
度

　

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

制
度
は
、
１
年
間
の
医
療
費
と

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の

自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た

場
合
、
そ
の
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
の
制
度
で
す
。

　

今
回
の
対
象
期
間
は
、
令
和

５
年
８
月
１
日
～
令
和
６
年
７

月
31
日
の
１
年
間
で
す
。

対対
①
・
②
の
条
件
を
ど
ち
ら
も

満
た
す
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者

① 

世
帯
で
医
療
費
と
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
両
方
に

自
己
負
担
が
あ
る
人

② 

①
の
年
間
自
己
負
担
額
の
合

計
が
、
世
帯
の
自
己
負
担
限

度
額
（
左
表
）
を
超
え
る
人

※ 
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
な
い
世
帯
員
の
自
己

負
担
額
は
合
計
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

食
事
代
や
居
住
費
な
ど
は
含

み
ま
せ
ん
。

※ 

高
額
療
養
費
や
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
払
い
戻

さ
れ
た
額
は
含
み
ま
せ
ん
。

支支
給
額
＝

給
額
＝
世
帯
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
額
（
支
払
っ
た

自
己
負
担
額
の
割
合
で
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
と
介
護
保
険
制

度
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
支
給
）　 

申申
対
象
者
に
は
、
１
月
29
日

（
水
）
に
新
潟
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
か
ら
申
請
手
続

き
の
案
内
（
ク
リ
ー
ム
色
の
封

筒
）
が
発
送
さ
れ
ま
す
。（
支
給

は
案
内
が
届
い
て
か
ら
２
年
以

内
）　
問問
新
潟
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合 

業
務
課 

医
療
給

付
係　

☎
０
２
５
‐
２
８
５
‐

３
２
２
２
、
健
康
推
進
課 

後
期

高
齢
係　
☎
62
‐
２
５
１
０
（
内

線
２
１
８
０
）　
IDID
＝＝
９
６
２
８

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

医
療
費
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

2
月
上
旬
に
医
療
費
通
知
書

（
令
和
５
年
12
月
～
令
和
６
年
11

月
診
療
分
）
を
発
送
し
ま
す
。

　

医
療
費
通
知
書
は
、
所
得
税

確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
に
添

付
資
料
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

通
知
書
に
記
載
の
な
い
令
和
6

年
12
月
受
診
分
は
、
必
要
に
応

じ
、
領
収
書
に
基
づ
い
て
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
作
成

し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
控
除
に
関
し
て
は
、

税
務
署
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問問
健
康
推
進
課 

国
保
年
金
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
８
１
）　
IDID
＝＝
７
４
１
８

不
用
に
な
っ
た
公
用
車
を

売
却
し
ま
す

売
却
物
品
＝

売
却
物
品
＝
軽
貨
物
自
動
車（
平

成
20
年
）、
市
営
バ
ス
（
平
成
17

年
）、
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
（
昭
和

62
年
）、軽
自
動
車（
平
成
15
年
）、

軽
自
動
車
（
平
成
13
年
）　
売
却
売
却

方
法
＝

方
法
＝
一
般
競
争
入
札
（
最
低

売
却
価
格
以
上
の
金
額
で
、
最

も
高
い
金
額
を
提
示
し
た
人
に

売
却
）　
申申
必
要
書
類
を
市
役
所

3
階 

管
財
課
に
持
参
ま
た
は
簡

易
書
留
で
郵
送
（
〒
９
５
９
‐

２
０
９
２ 

住
所
不
要
）
し
て
く

だ
さ
い
。
必
要
書
類
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

他他
詳
細
は
、
管
財

課
ま
た
は
下
記
二

次
元
コ
ー
ド
に
掲

載
の
実
施
要
領
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
問問
管
財
課 

管
財
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
３
６
３
）
受
付
期
限
＝

受
付
期
限
＝
1
月

30
日
（
木
）
※
郵
送
の
場
合
は

必
着

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

所得区分
基準日（令和 6 年 7 月 31日または
資格喪失日の前日）現在の所得を適用

世帯の自己
負担限度額

現役並み
所得者※ 1

住民税課税所得
690 万円以上 212 万円

住民税課税所得
380 万円以上 141 万円

住民税課税所得
145 万円以上 67 万円

一般Ⅰ・Ⅱ 56 万円

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ 31 万円

区分Ⅰ 19 万円

※ 1  住民税課税所得が所得区分以上の加入
者および同一世帯の加入者

売却する公用車

ホイールローダホイールローダ軽貨物自動車軽貨物自動車市営バス市営バス
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パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

　　

阿
賀
野
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
実
施
要
綱
に
基
づ
き
、
こ

こ
に
計
画
（
案
）
を
公
表
し
、

広
く
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

①①  

阿
賀
野
市
下
水
道
事
業
経
営

阿
賀
野
市
下
水
道
事
業
経
営

戦
略
【
令
和

戦
略
【
令
和
77
年
度
～
令
和

年
度
～
令
和

1616
年
度
】（
案
）

年
度
】（
案
）

　　

平
成
31
年
3
月
に
「
阿
賀
野

市
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
（
平

成
31
年
度
～
平
成
40
年
度
）」
を

策
定
し
ま
し
た
が
、
経
営
状
況

の
さ
ら
な
る
改
善
の
た
め
、
投

資
・
財
政
計
画
の
見
直
し
を
行

い
、よ
り
質
の
高
い「
経
営
戦
略
」

と
な
る
よ
う
改
定
し
ま
す
。

資
料
の
入
手
方
法
＝

資
料
の
入
手
方
法
＝
上
下
水
道

局
下
水
道
窓
口
、
市
役
所
2
階 

市
長
政
策
・
市
民
協
働
課
、
各

支
所
、
市
立
図
書
館
で
取
得
ま

た
は
下
記
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く

だ
さ
い
。

他他
提
出
方
法
、
結
果
の
公
表
に

つ
い
て
も
資
料
の
入
手
方
法
と

同
じ
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。　　
問問
上
下
水

道
局 

下
水
道
管
理
係  

☎
62
‐

２
８
３
３　

募
集
期
間
＝

募
集
期
間
＝
1
月

28
日
（
火
）
～
2
月
25
日
（
火
）

※
郵
送
の
場
合
は
必
着

②②  

第第
44
次
阿
賀
野
市
食
育
推
進

次
阿
賀
野
市
食
育
推
進

計
画
（
案
）

計
画
（
案
）

　　

市
民
と
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら「
食
」に
つ
い
て
考
え
、

共
に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め「
第

4
次
阿
賀
野
市
食
育
推
進
計
画
」

を
策
定
し
ま
す
。

③③  

第
４
次
阿
賀
野
市
歯
科
保
健

第
４
次
阿
賀
野
市
歯
科
保
健

計
画
（
案
）

計
画
（
案
）

　

市
民
と
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
「
歯
と
口
腔
の
健
康
」

に
つ
い
て
考
え
、
共
に
取
り
組

ん
で
い
く
た
め
「
第
４
次
阿
賀

野
市
歯
科
保
健
計
画
」
を
策
定

し
ま
す
。

②
・
③
の
資
料
の
入
手
方
法
＝

②
・
③
の
資
料
の
入
手
方
法
＝

水
原
保
健
セ
ン
タ
ー 

１
階 

健

康
推
進
課
、
各
支
所
、
市
立

図
書
館
で
取
得
ま

た
は
下
記
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

他他
提
出
方
法
、
結
果
の
公
表

に
つ
い
て
も
資
料
の
入
手
方

法
と
同
じ
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。　　

問問
健
康
推
進
課 

健
康
づ
く
り

係  

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
６
１
１
、２
６
０
４
）　

募
集
募
集

期
間
＝

期
間
＝
２
月
10
日
（
月
）
～
３

月
10
日
（
月
） 　
※
郵
送
の
場
合

は
当
日
消
印
有
効

④④  

阿
賀
野
市
教
育
大
綱
・
教

阿
賀
野
市
教
育
大
綱
・
教

育
振
興
基
本
計
画
（
案
）

育
振
興
基
本
計
画
（
案
）

　　

教
育
・
学
術
・
文
化
の
振
興

に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
定

め
た「
阿
賀
野
市
教
育
大
綱
」と
、

教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に

関
す
る
基
本
的
な
計
画
で
あ
る

「
阿
賀
野
市
教
育
振
興
基
本
計

画
」
を
策
定
し
ま
す
。

資
料
の
入
手
方
法
＝

資
料
の
入
手
方
法
＝
笹
神
支
所 

2
階 

学
校
教
育
課
、
市
役
所
2

階
市
長
政
策
・
市
民
協
働
課
、

安
田
支
所
、
京
ヶ
瀬
支
所
、
市

立
図
書
館
で
取
得

ま
た
は
下
記
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

他他
提
出
方
法
、
結
果
の
公
表
に

つ
い
て
も
資
料
の
入
手
方
法
と

同
じ
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。　

問問
教
育
委

員
会 

学
校
教
育
課 

教
育
セ
ン

タ
ー  

☎
62
‐
２
７
９
０

募
集
期
間
＝

募
集
期
間
＝
１
月
23
日
（
木
）

～
２
月
21
日
（
金
） 

※
郵
送
の

場
合
は
当
日
消
印
有
効

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
人

「
慈
豊
会
」
職
員
募
集

◎
介
護
職
（

◎
介
護
職
（
準
職
員
）

準
職
員
）
44
交
代
制

交
代
制

○
就
業
時
間

①
午
前
7
時
～
午
後
4
時

②
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
30
分

③
午
前
11
時
～
午
後
8
時

④
午
後
5
時
～
翌
日
午
前
9
時

※
正
職
員
転
換
制
度
あ
り

◎
介
護
職
（
準
職
員
）

◎
介
護
職
（
準
職
員
）
３
交
代
制

３
交
代
制

○
就
業
時
間

①
午
前
7
時
～
午
後
4
時

②
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
30
分

③
午
前
11
時
～
午
後
8
時

○○
介
護
職

介
護
職
（
パ
ー
ト
）

（
パ
ー
ト
）

就
業
時
間
…
午
前
7
時
～
午
後

8
時
の
間
の
４
～
８
時
間

就
業
日
数
…
要
相
談

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

就
業
場
所
…
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

い
ら
か
の
丘
・
お
お
む
ろ
・
ま

え
や
ま

応
募
資
格
・
年
齢
…
不
問

問問
社
会
福
祉
法
人
「
慈
豊
会
」
事

務
局　
☎
47
‐
４
２
７
１
（
月
～

金
曜
、
午
前
9
時
～
午
後
5
時
）

物
品
な
ど
の
調
達
を
優
先
的
に

物
品
な
ど
の
調
達
を
優
先
的
に

ス
マ
イ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー

制
度

　

県
で
は
、
障
が
い
者
の
雇
用

の
促
進
と
安
定
を
図
る
た
め
、

多
数
の
障
が
い
者
を
雇
用
す
る

事
業
所
か
ら
物
品
ま
た
は
役
務

の
調
達
を
積
極
的
に
行
う
「
ス

マ
イ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
制
度
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
ス
マ
イ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
制

度
」
に
登
録
す
る
と
、
県
（
地

域
振
興
局
、
警
察
署
、
県
立
病

院
お
よ
び
県
立
学
校
な
ど
を
含

む
）
の
物
品
ま
た
は
役
務
の
提

供
な
ど
の
発
注
を
優
先
的
に
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他他
登
録
に
は
、
法
定
雇
用
率
以
上

の
障
が
い
者
を
雇
用
し
て
い
る
こ

と
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
下
記
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。　
問問

新
潟
県 

産
業
労
働
部 

雇
用
能
力

開
発
課 

雇
用
対
策
係　
☎
０
２
５

‐
２
８
０
‐
５
２
７
０

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

募募  　
集
　
集  
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

健
康
健
康・・福
祉
福
祉

H
ealth･ W

elfare
令
和
令
和
77
年
２
月

年
２
月
2828
日
ま
で

日
ま
で

無
料
歯
科
検
診

受
診
券
を
紛
失
し
た
人
へ

　

５
月
中
旬
に
対
象
者
に
送
付

し
た
歯
周
病
節
目
検
診
、
後
期

高
齢
者
歯
科
健
診
の
受
診
券
を
、

紛
失
し
た
場
合
、
再
発
行
を
し

て
い
ま
す
。

歯
周
病
節
目
検
診
（
黄
色
の
受

歯
周
病
節
目
検
診
（
黄
色
の
受

診
券
）
対
象
者
…

診
券
）
対
象
者
…
年
度
末
年
齢

で
20
歳
、
30
歳
、
40
歳
、
50
歳
、

60
歳
、
70
歳
の
人

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診
（
桃
色

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診
（
桃
色

の
受
診
券
）
対
象
者
…

の
受
診
券
）
対
象
者
…
年
度
末

年
齢
で
76
歳
、
80
歳
の
人

他他
健
診
は
無
料
で
す
が
、
治
療

に
要
す
る
費
用
は
保
険
診
療
と

な
り
、
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

助
成
は
１
人
に
つ
き
1
回
の
み

で
す
。
受
診
方
法
は
受
診
券
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

し
、
指
定
医
療
機
関
に
直
接
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

問問
健
康
推
進
課 

健
康
づ
く
り
係 

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
６
２
３
）　
IDID
＝＝
１
２
８
９
４

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

利
用
説
明
会

◎
夜
間
説
明
会

◎
夜
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館

日日
２
月
５
日
（
水
）、16
日
（
日
）、

3
月
5
日
（
水
）、
16
日
（
日
）

午
後
７
時
30
分
～　

定定
各
日
10

人
程
度 
先
着

○
笹
神
体
育
館

日日
2
月
10
日
（
月
）、
３
月
10
日

（
月
）
午
後
７
時
30
分
～　
定定
各

日
10
人
程
度 

先
着

◎
昼
間
説
明
会

◎
昼
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館

日日
月
～
金
曜
（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）、
午
後
１
時
30
分
～

４
時　

申申
・
問問
水
原
総
合
体
育

館  

☎
62
‐
０
６
５
６　
笹
神
体

育
館  

☎
61
‐
２
１
１
１　
※
前

日
ま
で
に
要
申
し
込
み　

IDID
＝＝

２
２
０
５（
水
原
総
合
体
育
館
）、

２
２
０
３
（
笹
神
体
育
館
）

あ
が
の
市
民
ス
キ
ー

日日
2
月
９
日
（
日
）
午
前
9
時

～
午
後
3
時
30
分
（
現
地
集
合
、

解
散
）　
場場
ニ
ノ
ッ
ク
ス
ス
キ
ー

場
（
新
発
田
市
）　

※
2
階
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
集
合　

対対
市
内
・

近
隣
市
町
村
在
住
者　

定定
20
人 

先
着　

￥￥
大
人
5
千
円
、
子
ど

も
2
千
円
（
リ
フ
ト
券
・
昼
食

代
）
※
当
日
徴
収
し
ま
す
。　

申申
所
定
の
申
込
書
を
市
ス
ポ
ー

ツ
協
会
事
務
局
（
水
原
総
合
体

育
館
内
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。　

申
込
期
限
＝

申
込
期
限
＝
2
月
５
日

（
水
）　

問問
市
ス
キ
ー
連
盟　

阿

部　

☎
０
９
０
‐
２
３
３
７
‐

３
４
３
７

く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation

水
原
露
店
市
場
付
近
の

路
上
駐
車
を
禁
止
し
ま
す

　

水
原
露
店
市
場
を
利
用
す
る

場
合
は
、
市
場
付
近
に
路
上
駐

車
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

冬
期
間
は
、
雪
が
降
る
と
道

幅
も
狭
く
な
り
、
道
路
事
情
も

悪
く
な
る
こ
と
か
ら
、
事
故
の

危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。
ま
た
、

近
隣
住
人
の
迷
惑
に
も
な
り
ま

す
の
で
、
市
役
所
な
ど
の
駐
車
場

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問問
商
工
観
光
課　
商
工
振
興
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
３
４
２
）　
IDID
＝＝
８
６
１
４

い
き
い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
援
事
業

い
き
い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
援
事
業

出
張
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録

受
付
＆
ポ
イ
ン
ト
交
換
会

　

市
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
応
援
す
る
「
あ
が
の
い
き

い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
援
事
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

本
事
業
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登

録
し
、
市
指
定
の
受
入
機
関
な

ど
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行

う
と
、
マ
イ
レ
ー
ジ
手
帳
に
ス

タ
ン
プ
が
１
個
押
印
さ
れ
ま
す
。

ス
タ
ン
プ
は
、
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
（
京
ヶ
瀬
支
所
内
）

で
、
あ
が
の
ポ
イ
ン
ト
と
交
換

（
１
ス
タ
ン
プ
＝
50
ポ
イ
ン
ト
）

で
き
、
あ
が
の
ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
加
盟
店
で
買
い
物
な
ど
に
１

ポ
イ
ン
ト
１
円
と
し
て
、
利
用

で
き
ま
す
。

　

本
事
業
を
広
く
活
用
し
て
も

ら
う
た
め
、
出
張
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
登
録
と
ポ
イ
ン
ト
交
換
会
を

以
下
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

○
水
原
地
区

日日
１
月
29
日
（
水
）
午
前
９
時

30
分
～
11
時　

場場
市
役
所
１
階

「
ロ
ビ
ー
」

○
安
田
地
区

日日
1
月
29
日
（
水
）
午
後
１
時

30
分
～
３
時　

場場
安
田
交
流
セ

ン
タ
ー
１
階
「
ロ
ビ
ー
」

○
笹
神
地
区

日日
1
月
31
日
（
金
）
午
前
９
時

30
分
～
11
時　

場場
ふ
れ
あ
い
会

館
２
階
「
ロ
ビ
ー
」

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

問問
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
67
‐
９
２
０
３　
IDID
＝＝
８
６
１
４
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G
P
S

G
P
S
を
活
用

を
活
用

「
除
雪
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を

利
用
で
き
ま
す

　

市
で
は
、
よ
り
効
率
的
な
除

雪
作
業
の
実
施
と
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
図
る
た
め
、
除
雪

車
に
G
P
S
端
末
を
配
置
し
、

除
雪
作
業
の
進
捗
状
況
を
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
把
握
で
き
る
シ
ス

テ
ム
の
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

1
月
15
日
か
ら
、
自
宅
の
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
で
除
雪
作
業
の
実
施
状
況
を

確
認
で
き
ま
す
の

で
、
下
記
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

問問
建
設
課 

維
持
管
理
係　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
３
１
３
）

IDID
＝＝
１
３
８
５
５

夜
間
役
所

日日
２
月
5
日
（
水
）、19
日
（
水
）

午
後
５
時
15
分
～
７
時

場場
市
役
所
1
階 

市
民
生
活
課

内内
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
・

証
明
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
、

納
税
、
口
座
振
替
手
続
き
、
母

子
健
康
手
帳
の
交
付
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
更
新

手
続
き
・
記
載
事
項
変
更
・
交

付　

※
各
支
所
で
は
開
設
し
ま

せ
ん　　

問問
市
民
生
活
課 

市
民

係　

☎
62
‐
２
５
１
０　

IDID
＝＝

４
８
０
７

積
雪
期
山
岳
救
助
訓
練
を

実
施
し
ま
す

　

旧
五
頭
ス
キ
ー
場
登
山
道
及

び
駐
車
場
の
一
部
を
使
用
す
る

た
め
、
一
時
的
に
通
行
を
規
制

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

日日
1
月
22
日
（
水
）
正
午
～
午

後
４
時
30
分　

予
備
日
＝

予
備
日
＝
1
月

28
日
（
火
）　
問問
か
が
や
き
分
署 

消
防
係　
☎
68
‐
３
０
０
７

大
日
原
演
習
場
訓
練
予
定

射
撃
訓
練
＝

射
撃
訓
練
＝
1
月
28
日
（
火
）

～
31
日
（
金
）
午
前
8
時
～
午

後
９
時　

空
包
等
訓
練
＝

空
包
等
訓
練
＝
1
月

25
日
（
土
）、
26
日
（
日
）
午
前

8
時
～
午
後
５
時　

問問
新
発
田

駐
屯
地　

☎
０
２
５
４
‐
22
‐

３
１
５
１

除
雪
作
業
中
の
事
故
に

注
意

　

毎
年
、
県
内
で
雪
処
理
中
の

事
故
に
よ
り
死
傷
者
が
発
生
し

て
お
り
ま
す
。
例
年
よ
り
少
雪

だ
っ
た
令
和
5
年
度
に
お
い
て

も
、
除
雪
作
業
な
ど
に
よ
る
人

的
被
害
は
59
人
に
の
ぼ
っ
て
い

ま
す
。
特
に
雪
下
ろ
し
な
ど
の

除
雪
作
業
に
よ
る
事
故
が
多
発

し
て
い
ま
す
。

　

高
所
作
業
時
は
ハ
シ
ゴ
を

し
っ
か
り
固
定
し
、
ヘ
ル
メ
ッ

ト
や
命
綱
を
す
る
な
ど
の
対
策

を
講
じ
、「
除
雪
作
業
は
一
人

で
し
な
い
、
無
理
し
な
い
、
落

雪
・
転
落
気
を
付
け
て
」
を
合

言
葉
に
、
安
全
な
除
雪
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。　

問問
知
事
政
策

局 

地
域
政
策
課 

特
定
地
域
振

興
班　

☎
０
２
５
‐
２
８
０
‐

５
０
８
８

相談は無料です。相談は無料です。
気軽に相談気軽に相談してしてください。ください。

◎弁護士による法律相談◎弁護士による法律相談（ID ＝ID ＝ 2604）
日日 ２月５日（水）
　 午後 1 時 30 分～ 4 時 30 分（1 人 30 分）
場 場  市役所 1 階「相談室」

※秘密は厳守されます。
※ 要電話予約。予約を取り消す場合も連絡してください。
※ 相談に来る際は、要点をまとめ、関係資料があれば持参してく

ださい。

≪ お急ぎの人は、次の機関をご利用ください≫
① 法テラス新潟　☎ 0570‐078‐328 平日午前 9 時～午後 5 時
② 新潟県弁護士会　☎ 025‐222‐5533 平日午前 9 時～午後 5 時

申申・問問  市民生活課 相談係　☎ 62‐2510（内線 2106）

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

「
う
ぶ
ご
え
」「
お
く
や
み
」
欄
に
掲
載
を
希
望
し
な
い

場
合
は
、
届
け
出
時
に
係
へ
申
し
付
け
く
だ
さ
い
。

氏名 保護者名 誕生日 住所

坂田　柊
し ゅ う

羽 武　史 12.5 学校町
山奇　　新

あらた

鼓太郎 12.12 中央町１
早川　陽

ひ な

梛 剛 12.13 金田町
塚田　優

ゆ ら

來 峻　也 12.17 学校町
近藤　丹

に こ

恋 研　太 12.17 下黒瀬
中山　結

ゆ に

仁 敏　昭 12.19 稲荷町
波田野令

れ な

奈 一　也 12.22 百津町

診　療　日 診 療 医 院 電 話 番 号

1月19日（日） 永田医院（山崎） 62‐2412

1月26日（日） 田中皮膚科医院（市野山） 63‐2222

2月 2日（日） 本田脳神経外科クリニック（下条町） 63‐1111

2月 9日（日） うえき内科クリニック（岡山町） 61‐2200

2月16日（日） ながい眼科クリニック（市野山） 47‐4475

問問危機管理課 危機管理係　☎ 25‐7194

1  安全安心メール（登録制）
2  電話自動応答　☎ 62‐8

ハ

1
イ

5
コ

0
レ

３ ホームページ（トップページ）
　  放送後２日間表示されます。

防災行政無線の放送内容が確認できます
安全安心メール
登録はこちらから

救急医療電話相談
経験豊富な看護師などが受診の必要性や対処方法などを助言します。
年中無休、午後６時～翌朝午前 8 時　※携帯電話からの利用可
◎大人の救急医療電話相談◎大人の救急医療電話相談（おおむね 15 歳以上の人）

＃ 7119＃ 7119　または　☎ 025‐284‐7119025‐284‐7119
◎こどもの救急医療電話相談◎こどもの救急医療電話相談（15 歳未満の人）

＃ 8000＃ 8000　または　☎ 025‐288‐2525025‐288‐2525

ＤＶ・児童虐待・ひきこもり ～連絡・相談ください～

◎ 水原保健センター　☎ 62‐251062‐2510
　 月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前 8 時 30 分～午後 5時15 分
◎ ＤＶ・児童虐待は、次の電話窓口で 24 時間相談に応じます。
　・県DV相談ナビ　☎＃＃88

は れ れ ば
000088（有料）

　・児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 11
いちはやく

8989（無料）

今月の納期限は 1 月 31 日（金）です
○�市県民税・森林環境税
（4期）
○介護保険料（10期）

○�国民健康保険税
　�（7期）
○後期高齢者医療保険料
　�（10期）

◆  納付は、確実で便利な口座振替をおすすめします。

（12 月 16 日～ 31 日届出分、敬称略）

氏名 年齢 死亡日 住所

羽田　サタ 94 歳 12.12 境　新
遠藤ハルミ 95 歳 12.13 保　田
神田千代子 91 歳 12.14 六野瀬
米持　　猛 90 歳 12.14 草　水
阿部　一男 75 歳 12.16 駒　林
池田　ミヨ 92 歳 12.17 外城町
小林　鈴子 83 歳 12.17 寺　社
阿部　利一 94 歳 12.18 下　里
⻆田　光三 86 歳 12.18 学校町
坂詰　寅夫 89 歳 12.18 新　保
星野カホル 90 歳 12.19 岡山町
田邉　博志 75 歳 12.19 北本町
横山ミサヲ 87 歳 12.20 六野瀬
新保　松雄 93 歳 12.23 深　堀
波多野良 80 歳 12.24 保　田
新田　正吾 92 歳 12.25 上一分
田中　政晴 74 歳 12.25 野　村
新保　友吉 80 歳 12.26 外城町
小林ヨシイ 99 歳 12.26 中央町 2
長谷川　進 90 歳 12.27 山口町1
渡邉　徹夫 89 歳 12.27 小　浮
臼井　彰夫 72 歳 12.27 上飯塚
遠藤　敏昭 70 歳 12.28 次郎丸
榎本ハルエ 95 歳 12.29 折　居
植髙　　茂 89 歳 12.29 外城町
佐藤　澄子 89 歳 12.30 岡山町

診療時間：日曜日 午前 9 時～正午
市ホームページにも掲載しています。休日診療

※診察を希望する人は、事前に問い合わせください。
　状況により、診察できない場合があります。
※ 下記日程以外は新発田地区救急診療所などを受診

してください。


